
議案第２６号

令和５年度　西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）

令和５年度西原村後期高齢者医療特別会計補正予算（第３号）は、次に定めるところによる。

（歳入歳出予算の補正）

第１条　歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２，１７６千円を減額し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ

２１８，８０７千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第１表　歳入

歳出予算補正」による。

令和６年３月７日　提出

熊本県阿蘇郡西原村長　　吉　井　　誠
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第１表　　歳入歳出予算補正
（ 歳　　入 ） (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

  1. 後期高齢者医療保険料 74,202 △184 74,018

  1. 後期高齢者医療保険料 74,202 △184 74,018

  5. 諸収入 12,250 △1,992 10,258

  3. 受託事業収入 12,137 △1,992 10,145

歳               入               合               計 220,983 △2,176 218,807



（ 歳　　出 ） (単位：千円)

款 項 補正前の額 補正額 計

  2. 後期高齢者医療広域連合納付金 201,528 779 202,307

  1. 後期高齢者医療広域連合納付金 201,528 779 202,307

  3. 保健事業費 12,237 △2,174 10,063

  1. 健康保持増進事業費 12,237 △2,174 10,063

  5. 予備費 5,054 △781 4,273

  1. 予備費 5,054 △781 4,273

歳               出               合               計 220,983 △2,176 218,807
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歳入歳出補正予算事項別明細書

（ 歳　　入 ） (単位：千円)

款 補正前の額 補正額 計

  1. 後期高齢者医療保険料 74,202 △184 74,018

  5. 諸収入 12,250 △1,992 10,258

      歳          入          合          計 220,983 △2,176 218,807



（ 歳　　出 ） (単位：千円)

補　正　額　の　財　源　内　訳

款 補正前の額 補正額 計 特 　　   定 　    財      源

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

  2. 後期高齢者医療広域連合納付金 201,528 779 202,307 0 0 0 779

金

  3. 保健事業費 12,237 △2,174 10,063 0 0 △1,992 △182

  5. 予備費 5,054 △781 4,273 0 0 0 △781

 歳     出     合     計 220,983 △2,176 218,807 0 0 △1,992 △184
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一 般 財 源
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（ 歳　　入 ）

（款）   1. 後期高齢者医療保険料  （項）   1. 後期高齢者医療保険料 (単位：千円)

節

区　　分 金　　額

  1. 特別徴収保険料 44,521 △5,720 38,801   1. 現年度分 △5,720 現年度分特別徴収保険料                            

  2. 普通徴収保険料 29,681 5,536 35,217   1. 現年度分 5,536 現年度分普通徴収保険料                            

　　 　　計 74,202 △184 74,018

（款）   5. 諸収入  （項）   3. 受託事業収入

  1. 後期高齢者医療広域連 12,137 △1,992 10,145   1. 健康保持増進事業 △1,356 後期高齢者医療健康診査受託費                    

合受託事業収入 収入

 2. 一体的実施事業収 △636 一体的実施事業受託費                            

入

　　 　　計 12,137 △1,992 10,145

目 補正前の額 補　正　額 計 説　　　　　　　　　　　　明



（ 歳　　出 ）

（款）   2. 後期高齢者医療広域連合納付金  （項）   1. 後期高齢者医療広域連合納付金 (単位：千円)

補 正 額 の 財 源 内 訳

目 補正前の額 補　正　額 計 特　　定　　財　　源 説　　　　　　明

国県支出金 地方債 その他 区分 金額

  1. 後期高齢者医 201,528 779 202,307 0 0 0 779  18. 負担金、補助 779 現年度保険料徴収分負担金

療広域連合納 及び交付金

付金

　　計 201,528 779 202,307 0 0 0 779

（款）   3. 保健事業費  （項）   1. 健康保持増進事業費

  1. 健康診査費 4,062 △950 3,112 0 0 △1,356 406  12. 委　託　料 △950 後期高齢者健診委託料                 △650

後期高齢者歯科健診委託料             △300

  3. 一体的実施事 8,075 △1,224 6,851 0 0 △636 △588  12. 委　託　料 △1,224 一体的実施事業委託料               

業費

　　計 12,237 △2,174 10,063 0 0 △1,992 △182

（款）   5. 予備費  （項）   1. 予備費

  1. 予備費 5,054 △781 4,273 0 0 0 △781

　　計 5,054 △781 4,273 0 0 0 △781
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節

一般財源


